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目的　令和 3 年度の障害福祉サービス等の報酬改定において，ピアサポート体制加算・ピアサポー
ト実施加算が新設され，今後は自身の障害の経験を生かして同様の障害を持つ人をサポートす
るピアサポーターの活躍が期待される。本研究では，これらの加算の対象である障害福祉サー
ビス事業所のうち，ピアサポーターを雇用した経験がない事業所におけるピアサポーターの雇
用に関する課題を明らかにすることを目的とした。

方法　2022年 2 月から 9 月に郵送法による質問紙調査を実施した。対象施設は，北海道内のピアサ
ポート体制加算・ピアサポート実施加算の対象のうち，ピアサポーターを雇用した経験がない
事業所とし，20歳以上の代表者に調査を依頼した。調査項目は，事業所の基本属性（選択形
式），ピアサポーターの雇用に関する課題（自由記述）で構成した。データ分析は内容分析を
用いて，ピアサポーターの雇用に関する課題についての同一記録単位および類似する同一記録
単位をまとめたカテゴリーを作成し，ピアサポート体制加算対象施設およびピアサポート実施
加算対象施設ごとに全体に対する割合を求めた。

結果　返答があった343事業所のうち，ピアサポーターを雇用した経験がない事業所は308事業所
（89.8％）であった。ピアサポーターの雇用に関する課題についての 7 つのカテゴリーが得ら
れ，多い順に［ピアサポーターの理解と必要性の不足］［事業所の人員や業務内容から生じる
問題］［ピアサポーターに出会えていない状況］［ピアサポーターの雇用に関わる費用負担の大
きさ］［地域の実情に基づく制約］［ピアサポーターの就業と生活のスキルに対する不安］［雇
用以外の手段でのピアサポートの活用］であった。

結論　ピアサポーターを雇用した経験がない事業所は全回答数の 9 割程度であり，雇用が定着して
いるとは言い難い現状が明らかになった。事業所の多くは，ピアサポ―ターそのものや雇用に
向けた制度等の知識が不足していた。また，事業所の人員不足や業務内容の問題により，ピア
サポーターの雇用まで手が回らず，ピアサポーターとの協働を負担と捉える場合もあった。一
方で，ピアサポーターに出会えていない等の回答もあり，地域の関連機関が連携することに
よって，ピアサポーターの雇用が実現する可能性もあった。以上より，ピアサポーターに関す
る正しい知識と実践の普及啓発，ピアサポーターの雇用に向けた組織間の連携などが課題とな
ることが示唆された。

キーワード　ピアサポーター，ピアスタッフ，ピアサポート体制加算，ピアサポート実施加算，就
労支援，障害者雇用

＊ １ 札幌医科大学保健医療学部作業療法学科講師　＊ ２ 同看護学科助教
＊ ３ 一般社団法人北海道ピアサポート協会理事　＊ 4 同監事　＊ 5 同代表理事
＊ 6 自立訓練（生活訓練）PEER＋design生活支援員　＊ 7 同管理者兼サービス管理責任者
＊ 8 就労継続支援Ａ型事業所「なかま」真栄職業指導員　＊ 9 多機能型事業所ソウアライブ生活支援員
＊10居宅介護事業所ピリカポッケ管理者　＊11ぽかぽかハートのつどい会長

　投稿

障害福祉サービスにおけるピアサポーターの雇用に関する課題
－ピアサポーターを雇用した経験がない事業所を対象とした質問紙調査の内容分析－
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Ⅰ　緒　　　言

　ピアサポートとは「仲間同士の支え合いの営
みのすべて」と定義される1）。病気や障害の影
響により様々な生活上の苦悩を抱える当事者に
とって，似たような困難の体験をもつ他者の存
在は大きい。ピアサポートは，自分が相手から
サポートを得るだけではなく，自分の経験を相
手へのサポートに役立てることができるといっ
た互恵性を特徴として持ち，互いに共通のある
いは似たような経験を扱うため共感的な人間関
係を作ることも可能である2）3）。これまでにサー
ビスの受け手としかみられてこなかった当事者
が，自らの乗り越えてきている経験を生かすこ
とは，専門職には代わることのできない重要な
役割や機能を果たす2）4）。
　令和 3 （2021）年度の障害福祉サービス等報
酬改定5）では，計画相談支援・障害児相談支
援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支
援におけるピアサポート体制加算（以下，体制
加算）および就労継続支援Ｂ型におけるピアサ
ポート実施加算（以下，実施加算）が新設され
た。今後は，自身の障害の経験を生かして同様
の障害を持つ人をサポートするピアサポーター
の活躍が期待される。しかしながら，加算の要
件となる障害者ピアサポート研修の開催数は多
いとはいえず，大部分の事業所はピアサポー
ターを雇用していないことが予測される。ピア
サポーターの雇用の拡大に向けて，ピアサポー
ターを雇用した経験がない事業所は，どのよう
な理由によりピアサポーターを雇用しておらず，
どのような課題を有しているのかについて調査
した上でその対策を検討する必要がある。本研
究では，ピアサポートに関連する加算の対象で
ある障害福祉サービス事業所のうち，ピアサポー
ターを雇用したことがない事業所のピアサポー
ターの雇用に関する課題を明らかにすることを
目的とした。本研究ではピアサポーターを「障
害や疾病の経験を持つ人々が，その経験を生か
しながら，金銭的報酬を得て，障害や疾病の経
験を持つ人々の支援を行うこと」と定義した。

Ⅱ　方　　　法

（ １）　対象
　北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課
が公開する障害福祉サービス事業所の一覧表を
用いて，体制加算の対象となる483事業所（計
画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・
地域移行支援・地域定着支援）および実施加算
の対象となる1,148事業所（就労継続支援Ｂ型）
を抽出した。それらの事業所に所属する20歳以
上の代表者宛てに質問紙を郵送し，ピアサポー
ターを雇用した経験の有無を尋ねた。その結果
より「今までにピアサポーターを雇用した経験
がない」と回答した事業所を本調査の対象とし
た。

（ ２）　データ収集
　質問紙においてピアサポーターを雇用した経
験の有無を尋ねた後に，下記調査項目への回答
を求めた。回答の手段は，質問紙の返送，もし
くは同様の内容で構成されるGoogle Formの 2
種類を準備し，どちらかを回答者が任意で選択
した。調査期間は令和 4 年 2 月から 9 月とした。
１）　事業所の基本属性

　事業所の運営主体，主なサービス種別，対象
となる障害種別について，選択項目を設けて尋
ねた。
２）　ピアサポーターの雇用に関する課題

　「現段階でピアサポーターを雇用していない
理由および雇用に向けた課題を教えてくださ
い」と尋ね，自由記述による回答を求めた。

（ ３）　データ分析
　北海道内において体制加算の対象となる事業
所の99.2％は計画相談支援を実施しており，他
のサービスは計画相談支援と重複して実施され
ている。また，実施加算の対象となる事業所は
すべてが就労継続支援Ｂ型である。この現状を
踏まえ，本研究では体制加算および実施加算の
対象施設の 2 つに分類し，それぞれの特徴を明
らかにすることを目的に分析を進めた。
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　分析として，まずは事業所の基本属性を集計
した。テキストデータは，Berelson Ｂの内容
分析6）を用いて分析した。はじめに，テキスト
データを意味が捉えられる最小の範囲で記録単
位に分割した。質問紙の問いに対応していない
記録単位は除外した。次に，同一または類似す
る意味をもつ記録単位を同一記録単位として集
約して，その内容を反映した名称をつけた。さ
らに，複数の同一記録単位を比較し，意味の共
通する同一記録単位をカテゴリーとして名称を
つけた。最後に， 2 つの加算種別ごとに同一記
録単位の出現数および同一記録単位の合計に対
する割合を求めた。
　本研究は，研究者・実践家・当事者がお互い
の知識や経験を生かして議論し，共同で研究す
る形態である患者・市民参画（Patient and Public 
Involvement）と共同創造（Co-Production）7）8）

に基づき実施した。同一記録単位やカテゴリー
の作成や命名，さらに論文執筆のプロセスにお
いて，研究者・実践家・当事者のそれぞれの立
場からどのように内容を解釈するかについて意
見を述べ，内容の検討と修正を繰り返すことで，
内容の信頼性を担保した。

（ ４）　倫理的配慮
　本研究は「北海道内の障害福祉サービスにお
けるピアサポーターの雇用拡大に向けた実態調
査」の一部であり，札幌医科大学倫理委員会に
よる承認を得た（承認日：令和 3 年11月 8 日，
承認番号： 3 - 1 -52）。対象者には，質問紙と
合わせて研究協力依頼書と同意書を郵送し，研
究内容および倫理的配慮について説明した上で
同意を得た。本研究に関して利益相反関係にあ
る企業等はない。

Ⅲ　結　　　果

（ １）　対象となった事業所の基本属性（表 1）
　宛名不明や休業中等の理由により最終的な質
問紙の郵送数は1,592事業所であった。調査期
間内に343事業所（回収率21.5％）の回答があ
り，「今までにピアサポーターを雇用した経験

がない」と回答したのは308事業所（体制加算
対象108事業所，実施加算対象200事業所）で全
体の89.8％であった。事業所の運営主体は「社
会福祉法人」が87事業所（28.2％）で最も多く，

「NPO法人」が82事業所（26.6％），「株式会社」
が61事業所（19.8％）と続いた。サービス種別
は，体制加算対象のうち「計画相談支援」が
103事業所（95.4％），「障害児相談支援」が75
事業所（69.4％），「地域定着支援」が41事業所

（38.0％），「地域移行支援」が40事業所（37.0％）
と続いた。実施加算対象は「就労継続支援Ｂ型」
が200事業所（100.0％）であったが，他のサー
ビスを並行して提供する事業所もあった。支援
対象の障害種別は，多い順に「知的障害」が
299事業所（97.1％），「精神障害」が259事業所
（84.1％），「発達障害」が241事業所（78.2％），
「身体障害」が228事業所（74.0％），「難病」
が127事業所（41.2％），「高次脳機能障害」が
121事業所（39.3％）であった。

表 １　事業所の基本属性
（単位　事業所，（　）内％）

合計

（ｎ＝308）

ピアサポート
体制加算対象
（ｎ＝108）

ピアサポート
実施加算対象
（ｎ＝200）

事業所の運営主体
　都道府県・市町村 15（ 4.9） 13（12.0） 2（  1.0）
　社会福祉法人 87（28.2） 37（34.3） 50（ 25.0）
　社会福祉協議会 4（ 1.3） 3（ 2.8） 1（  0.5）
　医療法人 5（ 1.6） 4（ 3.7） 1（  0.5）
　社団法人 21（ 6.8） 7（ 6.5） 14（  7.0）
　財団法人 1（ 0.3） 1（ 0.9） -（  -  ）
　株式会社 61（19.8） 11（10.2） 50（ 25.0）
　NPO法人 82（26.6） 19（17.6） 63（ 31.5）
　合同会社 17（ 5.5） 8（ 7.4） 9（  4.5）
　有限会社 4（ 1.3） 3（ 2.8） 1（  0.5）
　その他 11（ 3.6） 2（ 1.9） 9（  4.5）
主なサービス種別

（複数回答あり）
　計画相談支援 112（36.4） 103（95.4） 9（  4.5）
　障害児相談支援 81（26.3） 75（69.4） 6（  3.0）
　地域移行支援 40（13.0） 40（37.0） -（  -  ）
　地域定着支援 42（13.6） 41（38.0） 1（  0.5）
　自立生活援助 6（ 1.9） 4（ 3.7） 2（  1.0）
　就労継続支援Ｂ型 207（67.2） 7（ 6.5） 200（100.0）
　その他 21（ 6.8） 5（ 4.6） 16（  8.0）
障害種別（複数回答あり）
　知的障害 299（97.1） 104（96.3） 195（ 97.5）
　精神障害 259（84.1） 94（87.0） 165（ 82.5）
　発達障害 241（78.2） 100（92.6） 141（ 70.5）
　身体障害 228（74.0） 94（87.0） 134（ 67.0）
　難病 127（41.2） 65（60.2） 62（ 31.0）
　高次脳機能障害 121（39.3） 59（54.6） 62（ 31.0）
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（ ２）　ピアサポーターの雇用に関する課題（表 2）
　質問文に対応する回答が得られなかった質問
紙，空欄であった質問紙を除外した結果，有効
回答は278事業所（体制加算対象95事業所，実
施加算対象183事業所）であった。内容分析の
結果， 7 つのカテゴリーと23の同一記録単位を
得た。以下，カテゴリーを［　］，同一記録単
位を〈　〉，生データを「　」で示す。
１）　［ピアサポーターの理解と必要性の不足］

　 6 つの同一記録単位で構成され，全体の
30.0％を占めた。実施加算対象では32.6％と最
も多いカテゴリーであった。〈ピアサポーター
そのものに関する知識の不足〉では，「ピアサ

ポーターについての知識がない」「具体的な役
割がわからない」等の回答を得た。〈ピアサ
ポーターに対する需要の少なさ〉では，「利用
者からの要望がない」「必要性を感じる場面が
ない」等の回答を得た。〈ピアサポーターを雇
用するためのノウハウの不足〉では，「ピアサ
ポーターの雇い入れ方がよくわからないため，
不安が大きい」等の回答を得た。〈ピアサポー
ターの雇用によるメリットの不明確さ〉では，
「雇用による効果が未知数」「周りに雇用して
いる事業所がなく，メリットがわからない」等
の回答を得た。〈ピアサポーターの雇用を検討
する機会の不足〉では，「雇用という考え方が

なく，加算の新設の知識
もなかった」「当事者を
雇用するという認識がな
かった」等の回答を得た。
〈ピアサポートの加算に
関する情報の未把握〉で
は，「ピアサポーターの
加算について調べていな
いので知識がない」等の
回答を得た。
２）�　［事業所の人員や業
務内容から生じる問題］

　 5 つの同一記録単位で
構成され，全体の22.3％
を占めた。体制加算対象
では25.2％と最も多いカ
テゴリーとなった。〈ピ
アサポーターに対する支
援体制のなさ〉では，「ピ
アサポーターの活動を支
えるための体制が整って
いない」「人手不足であ
りフォロー体制を作るこ
とが困難である」等の回
答を得た。〈人員不足に
よる職員の負担感の増
加〉では，「ピアサポー
ターの対応をする人的な
余 裕 が な い 」「 ピ ア サ

表 ２　ピアサポーターの雇用に関する課題
（単位　事業所，（　）内％）

合計

有効回答
278事業所

ピアサポート
体制加算対象

有効回答
95事業所

ピアサポート
実施加算対象

有効回答
183事業所

同一記録単位の合計 377（100.0） 119（100.0） 258（100.0）
1）　［ピアサポーターの理解と必要性の不足］
　小計 113（ 30.0） 29（ 24.4） 84（ 32.6）
　ピアサポーターそのものに関する知識の不足 40（ 10.6） 9（  7.6） 31（ 12.0）
　ピアサポーターに対する需要の少なさ 37（  9.8） 9（  7.6） 28（ 10.9）
　ピアサポーターを雇用するためのノウハウの不足 14（  3.7） 5（  4.2） 9（  3.5）
　ピアサポーターの雇用によるメリットの不明確さ 10（  2.7） 2（  1.7） 8（  3.1）
　ピアサポーターの雇用を検討する機会の不足 9（  2.4） 4（  3.4） 5（  1.9）
　ピアサポートの加算に関する情報の未把握 3（  0.8） -（  -  ） 3（  1.2）
2）　［事業所の人員や業務内容から生じる問題］
　小計 84（ 22.3） 30（ 25.2） 54（ 20.9）
　ピアサポーターに対する支援体制のなさ 28（  7.4） 3（  2.5） 25（  9.7）
　人員不足による職員の負担感の増加 22（  5.8） 7（  5.9） 15（  5.8）
　事業所のニーズとピアサポーターの仕事の不一致 16（  4.2） 13（ 10.9） 3（  1.2）
　職員数を拡充できる見通しのなさ 15（  4.0） 7（  5.9） 8（  3.1）
　他の利用者から不公平感が生じる恐れ 3（  0.8） -（  -  ） 3（  1.2）
3）　［ピアサポーターに出会えていない状況］
　小計 63（ 16.7） 15（ 12.6） 48（ 18.6）
　ピアサポーターを希望する担い手の不足 45（ 11.9） 9（  7.6） 36（ 14.0）
　ピアサポーターとのマッチングの機会の不足 18（  4.8） 6（  5.0） 12（  4.7）
4）　［ピアサポーターの雇用に関わる費用負担の大きさ］
　小計 53（ 14.1） 26（ 21.8） 27（ 10.5）
　ピアサポーターを雇用する予算の不足 43（ 11.4） 23（ 19.3） 20（  7.8）
　ピアサポートに関する加算の単位数の低さ 10（  2.7） 3（  2.5） 7（  2.7）
5）　［地域の実情に基づく制約］
　小計 28（  7.4） 8（  6.7） 20（  7.8）
　障害者ピアサポート研修の開催が少ない現状 22（  5.8） 4（  3.4） 18（  7.0）
　物理的な環境による制約 3（  0.8） 1（  0.8） 2（  0.8）
　自治体によるピアサポーターの雇用の方針のなさ 3（  0.8） 3（  2.5） -（  -  ）
6）　［ピアサポーターの就業と生活のスキルに対する不安］
　小計 27（  7.2） 8（  6.7） 19（  7.4）
　ピアサポーターの支援技術に対する不安 15（  4.0） 3（  2.5） 12（  4.7）
　ピアサポーターの体調管理に対する不安 7（  1.9） 3（  2.5） 4（  1.6）
　ピアサポーターの心理的負担に対する不安 5（  1.3） 2（  1.7） 3（  1.2）
7）　［雇用以外の手段でのピアサポートの活用］
　小計 9（  2.4） 3（  2.5） 6（  2.3）
　雇用以外の手段によるピアサポーターとの接触 6（  1.6） 3（  2.5） 3（  1.2）
　雇用以外で発揮されるピアサポートのメリット 3（  0.8） -（  -  ） 3（  1.2）

（　　　 　） （　　　 　）（　　　　）
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ポーターを雇用した場合，面談の中に職員が入
らないといけなくなる」等の回答を得た。〈事
業所のニーズとピアサポーターの仕事の不一
致〉では，「相談支援はピアサポーターになじ
まない」「子どもを対象とした支援では，ピア
サポーターの適応は難しい」等の回答を得た。
〈職員数を拡充できる見通しのなさ〉では，
「新たに人を増やして配置することは難しい」
等の回答を得た。〈他の利用者から不公平感が
生じる恐れ〉では，「他の利用者から，ずっと
いれば自分も雇ってもらえる，あの人は雇われ
て自分が雇われないのはおかしいという意見が
出る」等の回答を得た。
３）　［ピアサポーターに出会えていない状況］

　 2 つの同一記録単位で構成され，全体の
16.7％を占めた。〈ピアサポーターを希望する
担い手の不足〉では，「ピアサポーターになれ
る人材がいない」「周りに適任者がいない」等，
〈ピアサポーターとのマッチングの機会の不
足〉では，「求人を出しているが応募がない」
「どこでピアサポーターに出会えるのかわから
ない」等の回答を得た。
４）　［ピアサポーターの雇用に関わる費用負
担の大きさ］

　 2 つの同一記録単位で構成され，全体の
14.1％を占めた。体制加算対象では全体の21.8％
を占めた。〈ピアサポーターを雇用する予算の
不足〉では，「財政的な問題で雇用まで至らな
い」等，〈ピアサポートに関する加算の単位数
の低さ〉では，「加算の単位数が低すぎる」「ピ
アサポーターの雇用に値する加算額ではない」
等の回答を得た。
５）　［地域の実情に基づく制約］

　 3 つの同一記録単位で構成され，全体の
7.4％を占めた。〈障害者ピアサポート研修の開
催が少ない現状〉では，「ピアサポート研修を
受講する機会がない」「研修がないため，雇い
たくてもできない」等の回答を得た。〈物理的
な環境による制約〉では，「過疎地であり通勤
可能圏内にピアサポーターがいない」等の回答
を得た。〈自治体によるピアサポーターの雇用
の方針のなさ〉では，「市町村としてピアサ

ポーター雇用の動きがない」等の回答を得た。
６）　［ピアサポーターの就業と生活のスキル
に対する不安］

　 3 つの同一記録単位で構成され，全体の
7.2％を占めた。〈ピアサポーターの支援技術に
対する不安〉では，「利用者の相談に対応する
だけのスキルは求められない」「支援員として
知識や技術の向上を考えない」等の回答を得た。
〈ピアサポーターの体調管理に対する不安〉で
は，「雇いたい人がいるけど体調が不安定であ
る」「利用者の話を聞いて不調になってしまっ
た」等の回答を得た。〈ピアサポーターの心理
的負担に対する不安〉では，「負担感を考える
と，どの役割まで任せて良いのか迷う」等の回
答を得た。
７）　［雇用以外の手段でのピアサポートの活用］

　 2 つの同一記録単位で構成され，全体の
2.4％を占めた。〈雇用以外の手段によるピアサ
ポーターとの接触〉では「管内のピアサポー
ターと連携し，必要時に協力を要請している」
「すでにピアサポートセンターとの関わりがあ
る」等，〈雇用以外で発揮されるピアサポート
のメリット〉では「ピアサポートセンターでの
活動の方が本人のためになる」「事業所で雇用
することによって，慣れた環境である通所中の
事業所への就職が目標になってしまう」等の回
答を得た。

Ⅳ　考　　　察

　対象のうちピアサポーターを雇用した経験が
ない事業所は全体の89.8％であり，ピアサポー
ターの雇用はまだ少なく，ピアサポーターの普
及啓発に課題があることが明らかになった。
　ピアサポーターの雇用に関わる事業所の課題
として，［ピアサポーターの理解と必要性の不
足］が挙げられた。ピアサポーターやその雇用
に関する情報に触れる機会が少ないため，ピア
サポーターの必要性を認識し雇用を検討するこ
と，さらには雇用に向けたノウハウの習得に至
らないことが想定される。加えて，ピアサポー
ターがどのような業務内容や役割を担うことが
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可能であるか，利用者にどのような恩恵をもた
らすのか不明確でありイメージできないことが，
［ピアサポーターの就業と生活のスキルに対す
る不安］につながることも予測される。それら
の背景には，ピアサポートに関わる研修が少な
いことや自治体による発信や方針が少ない等の
［地域の実情に基づく制約］も関与しているこ
とが考えられる。また，事業所の課題として，
［事業所の人員や業務内容から生じる問題］が
挙げられた。これはピアサポーターの雇用を想
定した際に，人員不足や他の職員の負担感，事
業所のニーズと合わないこと等の問題が生じる
ことを示した。事業所の人員不足や他の職員の
負担感については，ピアサポーターの雇用を引
き合いに出した時に，現存のピアサポート体制
加算・実施加算の報酬5）では，［ピアサポーター
の雇用に関わる費用負担の大きさ］の認識が強
く，雇用に踏み切れない現状があることが明ら
かになった。また，事業所のニーズと合わない
ことについても，ピアサポーターの業務内容や
役割を想像できないが故に問題となっているこ
とが想定された。矢部ら9）は，ピアサポーター
と専門職が協働して働き続けるためのポイント
として，本人に合った雇用・労働形態，職場内
ピアサポート体制，スーパーバイズ体制整備等
を挙げている。ピアサポーターやその雇用に関
する知識の普及・啓発のために，これらのポイ
ントに取り組む事業所の実践例を通じて，ピア
サポーターを雇用した際に生じる［事業所の人
員や業務内容から生じる問題］への対処および
ピアサポーターとの協働によるメリットを発信
していくことが求められる。
　一方，ピアサポーターの雇用を前向きに検討
しているが，［ピアサポーターに出会えていな
い状況］も明らかになった。北海道ピアサポー
ト協会では，ピアサポーターとなり得る人材の
紹介や雇用者向けのリーフレットの作成に取り
組んでいるが9）10），現在までに働きたいピアサ
ポーターと雇用したい事業所をマッチングでき
る仕組みが整っているとは言い難い。そのため，
地域障害者職業センター，障害者就業・生活支
援センター，ハローワークなどの機関が，利用

者と事業所のマッチングの役割を担うことがピ
アサポーターのシームレスな雇用に向けた社会
実装に向けて重要となる。事業所に対しても，
ピアサポーターを担う人材が登録し，紹介を受
けることができる機関の窓口を明らかにし，啓
発することが望まれるだろう。
　少数の同一記録単位ではあったが，［雇用以
外の手段でのピアサポートの活用］も挙げられ
た。雇用以外のピアサポートとしては，事業所
で直接雇用するのではなく，他の組織に配置さ
れているピアサポーターとの連携，ピアサポー
トセンターの活用などが挙げられ，そのような
場で活躍する方が本人のためになるとの意見も
あった。今までに利用していた事業所でピアサ
ポートとして雇用された場合には，利用者とし
ての関係性の他に，支援者としての役割も生じ，
二重関係に悩まされることが課題として生じ
る1）。また，ピアサポーターの中には他者の
ロールモデルになりたいと強く思うことが自分
の健康に悪影響を及ぼす場合もある11）。しかし
ながら，専門職はピアサポーターに生じやすい
問題を理解し，対等な関係・対等な参加の機会
を作ることが可能である12）。専門職は，ピアサ
ポーターが二重関係の中でも互恵性や共感的な
人間関係を特徴とするピアサポートを実施する
こと，さらにピアサポーターが雇用後に「どう
なっていきたいのか」をという目標を持つこと
をサポートする姿勢が求められる。専門職とピ
アサポーターが相互にもつ問題を理解し，同じ
ような志向性を持つことによって，事業所内で
雇用されたピアサポーターが活躍できる可能性
があり，それがピアサポーターの雇用に向けた
糸口だと考える。
　本研究の限界としては，北海道内の調査であ
るため，全国各地の実情とは異なる場合がある。
他の都府県では，体制加算・実施加算の要件で
ある障害者ピアサポート研修が早期より開催さ
れている。また，調査の実施時に，ピアサポー
ターの雇用にネガティブな印象をもつ事業所が
回答を避けた可能性も否定することはできない。
今後は，事業所の運営主体や地域の特性を踏ま
えた詳細な分析を進める必要がある。併せて，
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ピアサポーターを雇用している事業所を対象に
フィールド調査やインタビュー調査を実施し，
ピアサポーターが就労を開始し定着するまでの
プロセスを明らかにし，普及・啓発に努めたい。
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